
★会員特典！

ＴＡＡＦ ＮＥＷＳ
2016年2月26日　№254

東京都建築士事務所協会一般社団法人

　　　★ 第７回 青年部会基礎セミナー  『トークセッション』
     ◎日時  　　　　平成 28 年 3月 10 日 ( 木 ) 　18 時 ~19 時 30 分 ( 終了後、懇親会を予定）
　◇会場     　       本会、会議室　　
　◇講師　            ㈱日刊建設通信新聞社執行役員　編集局長　秋山  寿徳氏
　　　　                元新建築編集長、㈱建築メディア研究所　大森  晃彦氏
　　　　                東京都建築士事務所協会理事    宮原  浩輔氏
    ◇参加費            無料　　　　  
    ◇申込方法　   詳細は、本会のHPをご覧ください。 

青年部会主催  セミナーのご案内

　　★ 第８回  青年部会基礎セミナー 
◎日時  　　　　平成 28 年 4月 14 日 ( 木 )     18 時 ~19 時 30 分 ( 終了後、懇親会を予定）
◇会場     　       本会、会議室　 
◇講師　            藤田　香織氏    東京大学大学院工学系研究科建築学専攻准教授
◇参加費            無料
◇申込方法　    詳細は、本会のHPに掲載の予定です。      　　　　     　　　　

　研修委員会主催

　　　　　 2016 年 5月 20 日（金）～ 22日（日）
　　　　募集期間　　2016 年 2月 22 日～ 4月 15 日
　　　　世界遺産と長崎の教会群・キリスト教関連遺産を見る
　　　　募集人数　　30 名
　　　　   参  加  費　　 会員 85,000 円　　一般 95,000 円
　　　　※　詳細は本会HPをご覧ください。　　

長崎研修旅行

　　　　　　　　　　　　　

　「今改めて聞いてみたい杭についての？？？」～建築士として知っておきたい杭知識～
　◆日　時　 平成２８年３月９日（水）１７：３０～１９：４５（ 19 時から交流会 ）
　◆会　場　一般社団法人 東京都建築士事務所協会　渡菱ビル３階 会議室
　◆講　師　賛助会員  児玉コンクリート工業 ( 株 ) 染谷栄一 営業本部長    ◆参加費　無料
　◆申込み方法   http://www.taaf.or.jp/event/detail/44　左記 URL にアクセスして参加申込みを
　◆問合せ先　   東京都建築士事務所協会　TEL:03-3203-2601  /  FAX:03-3203-2602
　                             　     E-mail:jimu1@taaf.or.jp　URL: http://www.taaf.or.jp/

　会員委員会主催 第８回 先端技術セミナー
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一般社団法人 　〒160-0022 東京都新宿区新宿 5-17-17 渡菱ビル３階
協会事務局 TEL 03-3203-2601      FAX 03-3203-2602  
登録センター TEL 03-5272-1069  FAX 03-5272-1071
支援協会 　 TEL 03-6228-0571　 FAX 03-6228-0572 

                         特定個人情報の漏えい事案が発生した場合の対応について

  マイナンバー制度の導入にあたり内閣府個人情報保護委員会において、下記委員会規則等が制定 /改正された。

　　１．「特定個人情報の漏えいその他の特定個人情報の安全の確保に係る重大な報告に関する規則」
　    　　（平成 27 年特定個人情報保護委員会会則第 5号）
　    ２．「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応について」

         　　（平成 27 年特定個人情報保護委員会告示第 2号）

　　　※　資料参照　内閣府個人情報保護委員会HP　重要なお知らせ　平成 27 年 12 月 25 日

マイナンバー導入にあたり

　　　　　　   第 89 回　定　時　総　会　　　　　　　　　 
　　　　    6 月 30 日（木）　新宿京王プラザホテル
　　　 　     にて、開催されます。ご予定に入れてください。

建築士法の改正（平成 26 年法律 92 号）により、建築士事務所の登録事項に所属建築士の氏名等
（建築士法第 23 条の 2、第 23 条の 5等）が追加され、事務所登録時において、暴力団排除規定
（建築士法第 23 条の 4）が新設されました。改正事項はつぎのとおりです。

【 改正事項 】

　　
所属建築士の氏名等が新たに登録事項となったため、平成 27 年 6月 25 日の施行日より 1年以内に、                       
所属建築士の変更がない場合でも、開設者は所属建築士の氏名及びその者の建築士の種別等を所定                       
様式にて、東京都知事に届出が必要となりました。（改正建築士法附則３条）                      
当会が登録業務について受託しております。 詳しくは、本会ＨＰの登録の箇所をご覧いただき、
ご質問等は本会登録センターにお願いします。          本会登録センター　電話：03-5272-1069      

１　登録申請書式の改正                    
２　登録事項変更届の改正                       
    　①役員の変更　②所属建築士の変更                      
３　附則３条の規定による所属建築士の届出  

重  要
建築士法改正(H27/6/25施行)に伴う建築士事務所登録申請等に係る改正事項について

 お知ら
せ

　◎日　　  時       第 1 回平成２８年 4月中旬　　　
　　　　　　　   第 2 回平成２８年 5月下旬

　　◇会        場  　本会、会議室        

         ※　詳細は、本会のHPに掲載の予定です。

　　建築物省エネ法に関する実務者研修会 ( 仮題 )

◎テーマ
建築物省エネ法の概要と理解

新省エネルギー法の実務と活用の
ノウハウ取得

　法制委員会主催予   告  
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